
 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

✿利用できる人 

下仁田町民で出産直後から 1 年未満までの母子。 

ただし、ケアの方法や実施施設によって、利用対象が異なる場合があります。 

✿ケアの内容 

・授乳についての相談や乳房ケア ・赤ちゃんの沐浴 

・育児についての相談 ・赤ちゃんのお世話のサポート 

・お母さんの休息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 

✿利用日時・回数 

・日時：お申し込み後に調整します 

・回数：最大７回まで 

✿料金 

・利用料の 10％を自己負担していただきます。(無料～6000 円程度) 

利用内容・利用時間・食事付き等によって変わります。 

詳しく知りたい方は、遠慮なくご相談ください。 

 

・当日キャンセルは、キャンセル料をいただく場合があります。 

出産後、お母さんの体調の回復や安心して赤ちゃんとの生活が送られるよう、 

助産師等による母子のケアが受けられます。 

出産後のお母さんを労るケア内容になっておりますので、 

お気軽にご相談ください。



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

 名称 所在地 利用できる月齢

 鈴木助産院(群馬県助産師会) 太田市丸山町 250－7 生後 4 か月未満

 産婦人科舘出張 佐藤病院 高崎市若松町 96 生後 3 か月未満

 喜咲助産院 高崎市八千代町 1－6－12 生後 1 年未満

 群馬県立小児医療センター 渋川市北橘町下箱田 779 生後 4 か月未満

① 短期入所型： 委託医療機関や助産所などに宿泊して、個別ケアを受けます。 

✿利用場所・ケア方法 

② 通所型 ： 委託医療機関や助産所などに出かけて日帰りで、個別ケアを受けます。 

 名称 所在地 利用できる月齢

 すずの音助産(※群馬県助産師会) 前橋市六供町 2－51－11 生後８か月未満

 鈴木助産院(※群馬県助産師会) 太田市丸山町 250－7 生後 4 か月未満

 産婦人科舘出張 佐藤病院 高崎市若松町 96 生後３か月未満

 喜咲助産院 高崎市八千代町 1－ 6－12 生後１年未満

 群馬県立小児医療センター 渋川市北橘町下箱田 779 生後４か月未満

 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 生後３か月未満 

※群馬県助産師会の通所型を利用したい場合、「すずの音助産」「鈴木助産院」どちらになるかは空き状況等によって変わります。 

③ 居宅訪問型　： 助産師の家庭訪問によりお宅で、個別ケアを受けます。 
 名称 利用できる月齢

 群馬県助産師会 生後４か月未満
電子申請は 

こちらから↓ ✿利用の流れ 

①利用希望の方は、事前に申請書を保健センターへご提出ください。(申請書は、 

保健センター窓口でのお渡しか町ホームページからもダウンロードできます。) 

②申請書提出後、保健センターが実施機関と利用者の都合の良い日取りを調整して、 

利用日時を決定します。日時が決まったら、保健センターから利用者へ連絡します。 

<お申込み・お問い合わせ先> 

☏保健課 保健予防係(保健センター)　 0274-82-5490 

③利用日までに、保健センターから「産後ケア事業 承認通知書」が届きます。実施機関へ

提示し、ケアを受けてください。利用料が発生する場合は、後日、納付書払いにてお支払

いください。 


